
（平成２６年２月１９日報道資料抜粋）

年金記録に係る苦情のあっせん等について

年金記録確認関東地方第三者委員会東京地方事務室分

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 14 件

国民年金関係 2 件

厚生年金関係 12 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 22 件

国民年金関係 6 件

厚生年金関係 16 件



関東東京国民年金 事案13901 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 44年４月から 45年３月までの国民年金保険料については、納付してい

たものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和18年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和44年４月から45年３月まで 

  私が住み込みで働いていた飲食店の店主は、私の国民年金の加入手続を行い、私が

昭和 48 年９月に独立するまで給与から国民年金保険料を天引きして納付してくれて

いた。私と同様に店主に保険料を納付してもらっていた元同僚の申立期間の保険料

は納付済みとなっているのに、私の申立期間の保険料が未納とされていることに納

得できない。 

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間は12か月と短期間であり、申立期間前後の期間の国民年金保険料は納付済み

である。 

また、申立人の国民年金の加入手続及び申立人が独立するまでの保険料の納付をして

いたとする勤務先の店主は、国民年金制度が発足した昭和36年４月から60歳に到達する

までの保険料を完納しているほか、申立期間当時に申立人と一緒に勤務し、店主に保険

料を納付してもらっていたとする申立人の元同僚及び店主の娘は、申立期間の保険料が

納付済みであるなど、申立内容に不自然さはみられない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金保険料を

納付していたものと認められる。 

  



関東東京（埼玉）国民年金 事案13902（事案703及び13771の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 36年４月から40年３月までの国民年金保険料につ

いては、定期的に納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが

必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和15年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 36年４月から40年３月まで 

           ② 昭和55年４月から57年３月まで 

           ③ 平成 11年５月から12年７月まで 

私は、兄が経営するクリーニング店に昭和 31 年頃から住み込みで勤務していた時

に、国民年金制度発足当初に国民年金の加入手続を行い、申立期間①の国民年金保険

料を定期的に納付していたはずであるが、このうち、36 年４月から 39 年３月までの

期間が第３回特例納付による納付済期間と記録されている。また、申立期間②及び③

の保険料が免除されているが、これまでに免除申請手続を行ったことはなく、保険料

を納付していたはずである。 

申立期間①のうち、昭和 36年４月から39年３月までの期間が第３回特例納付によ

る納付済期間で、同年４月から 40 年３月までの期間が未納とされ、申立期間②及び

③の保険料が免除とされていることに納得できない。 

  

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、当初、申立期間の一部を含む昭和 39年４月から53年３月までの期間につ

いて申立てを行ったところ、ⅰ）申立人が当該期間の国民年金保険料を納付していたこ

とを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、また、納付したとする保険料の額

は当該期間当時の保険料の額と異なるなど、当該期間の保険料を納付していたことをう

かがわせる周辺事情も見当たらないこと、ⅱ）申立人の国民年金手帳記号番号が払い出

された 55 年６月時点では、当該期間は時効により保険料を納付できない期間である上、

申立人は、特例納付で当該期間の保険料を納付した記憶は無く、別の手帳記号番号が払

い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらないことなどから、既に年金記録確

認Ａ地方第三者委員会（当時。以下「Ａ委員会」という。）の決定に基づき平成 20 年

  



７月23日付けで年金記録の訂正は必要でないとする通知が行われている。 

また、再申立てにおいて、申立人は昭和 43 年頃、当時居住していた区役所で再加入

手続を行い、未納期間の納付書を作成してもらい、その保険料を分割で納付したとして

申立てを行っているが、Ａ委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情とは認められず、

そのほかに同委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情も見当たらないことから、申

立人が当該期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできないとして、

既に当委員会の決定に基づき平成 25年７月31日付けで年金記録の訂正は必要でないと

する通知が行われている。 

これに対して、申立人は、再申立てとなる一部期間を含む申立期間①とともに、申立

期間②及び③について新たに申立てを行っている。 

申立期間①については、申立人の国民年金手帳記号番号は、国民年金手帳記号番号払

出簿の払出年月日から、昭和55年６月に払い出されたと確認できるところ、これとは別

に申立人が申立期間①当時居住していたとする区における国民年金手帳記号番号払出簿

に申立人と同姓同名で同じ生年月（日は異なる。）の者が記載されており、申立人の義

姉（兄の妻）から、当該手帳記号番号直前の者の氏名は申立人の兄の店の元従業員で当

時申立人と同様に同店に住み込みで勤務していた者と同姓同名であり、２番前の者の氏

名は当時から現在まで兄の住居の隣に居住している者と同姓同名であるとの証言が得ら

れたことから、後者の払出簿に記載されている申立人と同姓同名の記録は申立人本人の

ものと考えられ、同年同月に払い出された手帳記号番号とは別の手帳記号番号が払い出

されていた可能性が高く、当該手帳記号番号の記録では、申立期間①の大部分となる昭

和36年度中の９か月及び37年度から39年度までの期間の保険料が納付済みとなっている

ことから、申立期間①の保険料は申立人の主張どおり定期的に納付していたものと認め

られる。 

申立期間②については、申立人は、当該期間に係る昭和55年度１年度分の｢納付書兼

納入済通知書｣を提出しており、この納付書の領収日付印欄に領収印は押されていない

ほか、特殊台帳では、当該期間に免除申請手続を行ったことを意味する｢シンメン｣の文

字が記載されていることから、当該期間の保険料が納付されていたとは考え難い。 

申立期間③については、申立人から提出された平成11年分の確定申告書（控）の社会

保険料控除欄には、｢年金基金、国年373,200円｣と記載されているが、国民年金基金か

らの回答によると、申立人は同年１月31日に同基金に加入し、同年５月１日に保険料が

免除されることとなったために資格を喪失し、同基金掛金は同年１月から同年３月まで

の３か月が納付済期間となっている。また、同基金の掛金を含む国民年金保険料の当該

１年間の保険料と当該確定申告書（控）に記載された金額は大きく相違するほか、オン

ライン記録では、当該期間は申請免除期間とされ、当該免除の申請日も確認できること

から、申立期間③の保険料が納付されていたとは考え難い。 

そのほか、申立人が申立期間②及び③の保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿等）は無く、申立期間②及び③の保険料の納付額に関する申立人の記憶は明確

でないなど、申立人が申立期間②及び③の保険料を納付していたことをうかがわせる周

  



辺事情も見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭和36年４

月から40年３月までの国民年金保険料を定期的に納付していたものと認められる。 

  



関東東京厚生年金 事案24870 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこ

とが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）における資格取得日に係る記

録を昭和 44 年 11 月 29 日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を６万円とすることが必

要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行したか

否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和13年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和44年11月29日から同年12月１日まで 

Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。申立

期間においてＣ営業所から本社に異動したが、その間も継続して勤務しており、被保

険者記録が途切れているのはおかしいので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間

として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録、Ｂ社の回答及び元同僚の供述から判断すると、申立人は、申立

期間においてもＡ社に継続して勤務し（同社Ｃ営業所から同社本社に異動）、申立期間

に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

なお、Ａ社の元従業員の供述から、同社では、同社Ｃ営業所が厚生年金保険の適用事

業所でなくなった後は、同社本社において被保険者資格を取得させる方針であったと推

認されることから、申立人の同社における資格取得日を昭和 44 年 11 月 29 日とするこ

とが相当である。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和44年12月の

社会保険事務所（当時）の記録から、６万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は不明としており、これを確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらないことから、

明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主が申立て

  



どおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所に対して行ったか否かにつ

いては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が見当たらないことから、行ったとは

認められない。 

  



関東東京厚生年金 事案24871 

 

第１ 委員会の結論 

事業主は、申立人が主張する昭和 43年３月21日に厚生年金保険の被保険者資格を取

得した旨の届出を社会保険事務所（当時）に行ったことが認められることから、申立期

間の資格取得日に係る記録を訂正することが必要である。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、２万円とすることが妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和23年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和43年３月21日から同年４月21日まで 

Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。昭和

43 年３月 21 日に新入社員として同社に入社し、同期入社の同僚の資格取得日は同日

である上、厚生年金保険被保険者証における資格取得日も同日と記載されているので、

申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社に係る事業所別被保険者名簿によると、申立人の同社における資格取得日は昭和

43年４月21日とされている。 

しかしながら、雇用保険の加入記録及び上記被保険者名簿において確認できる昭和

43 年３月 21 日に被保険者資格を取得している複数の元従業員が申立人と同期入社であ

ったとしていることから、申立人は、申立期間においてＡ社に勤務していたことが確認

できる。 

また、申立人から提出された厚生年金保険被保険者証及び厚生年金保険被保険者台帳

記号番号払出簿に記載された資格取得日は昭和 43年３月21日であるほか、Ａ社から提

出された申立人に係る被保険者台帳及びＢ健康保険組合から提出された適用台帳（履

歴）に記載された資格取得日も同日であることが確認できる。 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所において申立人に係る年金記録管理に

不備があったと認められ、事業主は、申立人が主張する昭和43年３月21日に厚生年金

保険の被保険者資格を取得した旨の届出を社会保険事務所に行ったことが認められる。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和 43 年４月の

社会保険事務所の記録から、２万円とすることが妥当である。 

  



関東東京厚生年金 事案24872 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこ

とが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）における資格喪失日に係る記

録を昭和 46 年４月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を７万 2,000 円とすること

が必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行したか

否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和14年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和46年３月30日から同年４月１日まで 

Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。業務

移管のため、申立期間の後でＣ社に移籍したが、移籍するまではＡ社に継続して勤務

していたので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ社から提出された申立人に係る「職員の退職について」によると、申立人が昭和

46年３月31日にＡ社を退職することを了承する旨が記載されている。 

また、Ｂ社の担当者は、申立期間当時の賃金台帳等は保管されていないが、申立人の

勤務実態が確認できることから、申立期間に係る厚生年金保険料を控除したはずである

旨供述している。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間においてＡ社に継続して勤務し、

申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和 46 年３月の

随時改定に係る事業所別被保険者名簿の記録から、７万 2,000円とすることが妥当であ

る。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、保険料を納付したか否かについて不明としており、これを確認できる関連資料及

び周辺事情は見当たらないことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主が申立て

  



どおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所（当時）に対して行ったか

否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が見当たらないことから、行

ったとは認められない。 

 

  



関東東京厚生年金 事案24877 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこ

とが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）（Ｃ県）における資格喪失日

に係る記録を昭和 33 年３月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を１万 6,000 円と

することが必要である。 

 なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行したか

否かについては、明らかでないと認められる。 

  

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男（死亡） 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和５年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和33年１月６日から同年３月１日まで 

  Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。同社

には継続して勤務していたので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認め

てほしい。 

（注）申立ては、死亡した申立人の子が、申立人の年金記録の訂正を求めて行った

ものである。 

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

   雇用保険の加入記録並びにＢ社及び複数の従業員の回答から判断すると、申立人は、

Ａ社に継続して勤務し（Ａ社（Ｃ県）から同社（Ｄ県）に異動）、申立期間に係る厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

なお、Ａ社（Ｄ県）が厚生年金保険の適用事業所となったのは昭和 33 年３月１日で

あるところ、同社（Ｄ県）において同日に被保険者資格を取得している従業員が複数い

ることから、申立人の同社（Ｃ県）における資格喪失日を同日とすることが相当である。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社（Ｃ県）における昭和 32

年 12 月の社会保険事務所（当時）の記録から、１万 6,000 円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は不明としており、これを確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらないことから、

明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主が申立て

  



どおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所に対して行ったか否かにつ

いては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が見当たらないことから、行ったとは

認められない。 

  



関東東京厚生年金 事案24878 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこ

とが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）Ｃ工場における資格喪失日に

係る記録を昭和 37 年７月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を１万 8,000 円とす

ることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和13年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和37年６月30日から同年７月１日まで 

Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。申立

期間においてＣ工場からＤ工場への異動はあったが、同社に継続して勤務していたの

で、厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録及びＢ社から提出されたＡ社の社報から判断すると、申立人は、

同社に継続して勤務し（昭和 37 年７月１日に同社Ｃ工場から同社Ｄ工場に異動）、申

立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｃ工場における昭和 37 年

５月の社会保険事務所（当時）の記録から、１万 8,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、Ｂ社

は不明としているが、事業主が資格喪失日を昭和 37 年７月１日と届け出たにもかかわ

らず、社会保険事務所がこれを同年６月 30 日と誤って記録することは考え難いことか

ら、事業主は同日を厚生年金保険の資格喪失日として届け、その結果、社会保険事務所

は、申立人に係る同年６月の保険料について納入の告知を行っておらず（社会保険事務

所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保

険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立期間に係る保険料を納付する義務を履

行していないと認められる。 

 

  



関東東京厚生年金 事案24879 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこ

とが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）Ｃ工場における資格喪失日に

係る記録を昭和 37 年７月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を１万 2,000 円とす

ることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和18年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和37年６月30日から同年７月１日まで 

Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。申立

期間においてＣ工場からＤ工場への異動はあったが、同社に継続して勤務していたの

で、厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録、申立人から提出された辞令及びＢ社から提出されたＡ社の社報

から判断すると、申立人は、同社に継続して勤務し（昭和 37 年７月１日に同社Ｃ工場

から同社Ｄ工場に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｃ工場における昭和 37 年

５月の社会保険事務所（当時）の記録から、１万 2,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、Ｂ社

は不明としているが、事業主が資格喪失日を昭和 37 年７月１日と届け出たにもかかわ

らず、社会保険事務所がこれを同年６月 30 日と誤って記録することは考え難いことか

ら、事業主は同日を厚生年金保険の資格喪失日として届け、その結果、社会保険事務所

は、申立人に係る同年６月の保険料について納入の告知を行っておらず（社会保険事務

所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保

険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立期間に係る保険料を納付する義務を履

行していないと認められる。 

  



関東東京厚生年金 事案24880 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこ

とが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）Ｃ営業所における資格喪失日

に係る記録を昭和 43 年４月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を３万円とするこ

とが必要である。 

 なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

  

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和18年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和43年３月31日から同年４月１日まで 

 Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。申立

期間においても同社に継続して勤務し、厚生年金保険料を控除されていたので、厚

生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   雇用保険の加入記録、企業年金連合会から提出された申立人に係る厚生年金基金加入

員記録及びＢ社から提出された人事記録から判断すると、申立人は、Ａ社に継続して勤

務し（同社Ｃ営業所から同社Ｄ営業所に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことが認められる。 

 一方、上記人事記録により、申立人は、昭和 42 年８月７日にＡ社Ｄ出張所に異動し

たことが確認できるところ、オンライン記録によると、同社Ｃ営業所は、43 年３月 31

日に厚生年金保険の適用事業所でなくなっている上、同社Ｄ出張所が適用事業所となっ

たのは、同出張所が営業所になった同年４月１日であり、同社Ｃ営業所は、申立期間に

おいて適用事業所でなかったことが確認できる。 

 しかしながら、Ｂ社から提出された「創業 100年史」により、Ａ社Ｃ営業所の廃止日

は昭和 43 年４月＊日であることが確認できるところ、申立人を含む同社同営業所にお

ける被保険者８人について、同年４月１日に同社Ｄ営業所、同社Ｅ営業所及び同社本社

において被保険者資格を取得していることから、当該被保険者は、申立期間においても

同社Ｃ営業所に継続して勤務していたと考えられ、同社同営業所は、申立期間において

  

  

  



当時の厚生年金保険法に定める適用事業所の要件を満たしていたものと判断される。 

  以上のことから、申立人のＡ社Ｃ営業所における資格喪失日は昭和 43 年４月１日と

することが相当である。 

  また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｃ営業所における昭和 43

年２月の社会保険事務所（当時）の記録及び上記厚生年金基金加入員記録から、３万円

とすることが妥当である。 

  なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、Ｂ社

は不明としているが、Ａ社Ｃ営業所は、申立期間において適用事業所の要件を満たして

いながら、社会保険事務所に適用の届出を行っていなかったと認められることから、事

業主は、申立期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

 

 

  



関東東京厚生年金 事案24881 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事

業主により賞与から控除されていたことが認められることから、申立期間の標準賞与額

に係る記録を 58万2,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和47年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成16年７月５日 

Ａ社（現在は、Ｂ社）に勤務していた期間のうち、申立期間の厚生年金保険の標準

賞与額の記録が無い。申立期間において賞与を確かに受け取ったので、標準賞与額を

認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ｂ社から提出された賞与台帳により、申立人は、申立期間にＡ社から賞与の支払を受

け、当該賞与に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認め

られる。 

 また、申立期間の標準賞与額については、上記賞与台帳において確認できる保険料控

除額から、58万2,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、Ｂ社

は、申立てに係る賞与額の届出を社会保険事務所（当時）に行っておらず、当該賞与に

係る厚生年金保険料を納付していないことを認めていることから、これを履行していな

いと認められる。 

  

  



関東東京厚生年金 事案24882 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたこ

とが認められることから、申立期間の標準賞与額に係る記録を150万円とすることが必

要である。 

 なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

  

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和48年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成23年８月５日 

Ａ社に勤務している期間のうち、申立期間の厚生年金保険の標準賞与額の記録が無

い。賞与明細書を提出するので、標準賞与額を認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社から提出された平成 23 年８月分の賞与明細書及び申立対象者一覧により、申立

人は、申立期間に同社から賞与の支払を受け、当該賞与に係る厚生年金保険料を事業主

により賞与から控除されていたことが認められる。 

 また、申立期間の標準賞与額については、上記賞与明細書において確認できる保険料

控除額から、150万円とすることが妥当である。 

 なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、Ａ社

は、申立てに係る賞与額の届出を年金事務所に行っておらず、当該賞与に係る厚生年金

保険料を納付していないことを認めていることから、これを履行していないと認められ

る。 

  

  

  



関東東京厚生年金 事案24888 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認められることから、

申立期間に係る脱退手当金の支給記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和15年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和35年10月１日から41年８月１日まで 

以前から申立事業所に係る年金記録が見付からなかったが、事業所の同僚が年金を

受給していると聞き、再度、社会保険事務所（当時）に問い合わせたところ、脱退手

当金の支給記録があることを初めて知った。しかし、自分は脱退手当金を受給してい

ないので、申立期間に係る脱退手当金の支給記録を取り消してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人に係る厚生年金保険被保険者台帳記号番号払出簿及びＡ社に係る事業所別被保

険者名簿に記載されている申立人の氏名及び生年月日は、戸籍上の氏名及び生年月日と

相違しているところ、申立人は、「戸籍と異なる氏名及び生年月日を使用したことはな

い。」と回答している上、上記払出簿及び被保険者名簿のいずれにおいても、申立人の

氏名及び生年月日は正確に訂正されておらず、申立期間に係る脱退手当金は戸籍上の記

載と異なる氏名及び生年月日により請求されたものと考えられることから、申立人が当

該脱退手当金を請求したとは考え難い。 

また、申立人が申立期間において勤務していたＡ社で社会保険事務を担当していたと

する者は、「当社では脱退手当金の代理請求を行っていない。」旨供述していることに

加え、上記被保険者名簿に記載されている女性のうち、申立人と同様に、同社が廃業に

より厚生年金保険の適用事業所でなくなった昭和 41 年８月１日に被保険者資格を喪失

し、脱退手当金の支給要件を満たす 15 人について脱退手当金の支給記録を調査したと

ころ、支給記録がある者は申立人を含め二人と少ない上、当該二人は、厚生年金保険の

資格喪失日からそれぞれ９か月半後又は 24 か月後に支給決定されていることを踏まえ

ると、事業主が申立人の委任を受けて代理請求したとは考え難い。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る

脱退手当金を受給したものとは認められない。 

  



関東東京厚生年金 事案24889 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこ

とが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記録を昭和 45 年２

月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を６万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和23年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和45年１月31日から同年２月１日まで 

Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。申立

期間において同社から同社の関連会社であるＢ社への異動はあったものの、継続して

勤務していたので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間当時のＡ社の事業主及び従業員の供述から判断すると、申立人は、申立てに

係る関連会社に継続して勤務し（Ａ社からＢ社に異動）、申立期間に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

なお、申立期間に係る異動日について、申立人と同時期に異動した従業員は、「自分

は昭和45年１月 31日までＡ社Ｃ本店に勤務し、翌日の２月１日にＢ社に異動した。申

立人とは同一列車でＤ市に移動した。」と供述していることから、昭和 45 年２月１日

とすることが相当である。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和44年12月の

社会保険事務所（当時）の記録から、６万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主が資格喪失日を昭和 45 年２月１日と届け出たにもかかわらず、社会保険事務所がこ

れを同年１月 31 日と誤って記録することは考え難いことから、事業主は同日を厚生年

金保険の資格喪失日として届け、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る同年１月

の保険料について納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったも

のの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含

む。）、事業主は、申立期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められ

る。 

  



関東東京厚生年金 事案24890 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこ

とが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記録を昭和 42 年 10

月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を３万 3,000円とすることが必要である。 

 なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和17年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和42年９月30日から同年10月１日まで 

Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。申立

期間において同社及び同社の関連会社であるＢ社（現在は、Ｃ社）に継続して勤務し

ていたので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   雇用保険の加入記録及びＡ社において申立人と一緒に勤務していたとする従業員の供

述から判断すると、申立人は、申立てに係る関連会社に継続して勤務し（Ａ社からＢ社

に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこと

が認められる。 

なお、申立期間に係る異動日について、上記従業員は、「昭和42年10月１日に申立

人と一緒にＡ社からＢ社に異動した。」と供述していることから、昭和42年10月１日

とすることが相当である。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和 42 年８月の

社会保険事務所（当時）の記録から、３万 3,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主が資格喪失日を昭和 42年10月１日と届け出たにもかかわらず、社会保険事務所がこ

れを同年９月 30 日と誤って記録することは考え難いことから、事業主は同日を厚生年

金保険の資格喪失日として届け、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る同年９月

の保険料について納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったも

のの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含

む。）、事業主は、申立期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められ

る。 

  



  

関東東京国民年金 事案13903 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和51年８月、53年４月、同年５月及び同年12月から54年３月までの期

間の国民年金保険料については、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和27年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和51年８月 

② 昭和53年４月及び同年５月 

③ 昭和53年12月から54年３月まで 

    私の母は、私の国民年金の加入手続を行い、私が昭和57年12月に転居するまで、

実家に届いた納付書で国民年金保険料を納付してくれたはずである。申立期間の保

険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①及び③については、申立人が当時居住していた市の被保険者名簿、特殊台

帳及び申立人の所持する国民年金手帳の各資格記録欄において、申立期間①に係る被保

険者資格取得日及び喪失日並びに申立期間③に係る資格取得日の記載はいずれも確認で

きず、昭和 59 年５月作成の年度別納付状況リストでは、いずれの期間も国民年金の未

加入期間と記載されていることから、制度上、国民年金保険料を納付することはできな

い。また、オンライン記録では、昭和62年11月５日に申立期間①及び③に係る被保険

者資格記録が追加・訂正されていることが確認でき、当該記録の追加・訂正時点では、

申立期間①及び③は時効により保険料を納付することができない期間である。 

申立期間②については、申立人は申立人の母親が市の納付書で保険料を納付したと述

べているが、当該期間当時の納付書は３か月単位となっていることから納付月は昭和

53 年４月から同年６月までであり、このうち、申立期間②直後の同年６月は、申立人

は厚生年金保険の被保険者となっていることがオンライン記録で確認できるため、実家

に届いた納付書で納付したとする場合、同月分が還付されることになるが、当該還付処

理の有無について日本年金機構では同還付処理の記録は見当たらないと回答しており、

その上、当該市の被保険者名簿及び特殊台帳では、当該期間は未納となっている。 

また、申立人は、国民年金の加入手続及び保険料の納付に関与しておらず、加入手続



及び保険料の納付をしたとする母親から当時の納付状況等を聴取することができないた

め、当時の状況が不明である。 

そのほか、申立人の母親が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家

計簿、確定申告書）は無く、申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺

事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 

  



関東東京国民年金 事案13904 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 36年４月から 42年３月までの国民年金保険料については、納付してい

たものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和15年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和36年４月から42年３月まで 
おぼ

  私は、20 歳となった昭和 35 年に国民年金制度が開始されたことを 憶えている。

私は、制度発足当初から国民年金保険料を納付していたと思っており、氏名が旧姓で

書かれた年金手帳を所持していた記憶や、手帳に判を押してもらった記憶もある。申

立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の国民年金手帳記号番号は、当該記号番号前後の記号番号の被保険者に係る資

格取得日から、申立期間後の昭和 42 年５月から同年７月までの間に払い出されたと推

認でき、申立内容と相違するほか、当該払出時点では、申立期間の大部分は時効により

国民年金保険料を納付することができない期間である。 

また、申立人は、申立期間中の昭和 40 年６月に婚姻し、婚姻後は夫婦二人分の保険

料を納付していたと思うとしているが、申立人と連番で国民年金手帳記号番号が払い出

されている申立人の夫は、申立期間のうち国民年金加入期間である41年４月から42年

３月までの保険料は未納である。 

さらに、申立人は、上記手帳記号番号が記載された年金手帳を３冊所持しており、ほ

かに旧姓が記載された国民年金手帳を１冊所持していた記憶があるとしているが、申立

期間当時に申立人に別の手帳記号番号が払い出された記録は確認できない。 

そのほか、申立人が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、

確定申告書等）は無く、加入手続及び申立期間の保険料の納付方法に関する記憶も明確

ではないなど、申立期間当時に申立人に別の手帳記号番号が払い出され、申立人が申立

期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 

  



関東東京国民年金 事案13905 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 40 年 10 月から 43 年７月までの国民年金保険料については、納付して

いたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和12年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和40年10月から43年７月まで 

  私は、昭和 40年10月に結婚して、元妻の実家の仕事を手伝っていた。元妻又はそ

の母親が私の国民年金の加入手続を行い、家族と同様に私の国民年金保険料も納付

してくれていたと思う。申立期間が国民年金に未加入で保険料が未納とされている

ことに納得できない。 

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人に国民年金手帳記号番号が払い出された記録は確認できず、申立期間は国民年

金の未加入期間であり、制度上、国民年金保険料を納付することができない期間である。 

また、申立人は、国民年金の加入手続及び申立期間の保険料の納付に関与しておらず、

申立人の保険料を納付していたとする元妻の母親から当時の納付状況等を聴取すること

ができないほか、元妻からも当時の納付状況等を聴取することが困難であるため、当時

の状況が不明である。 

そのほか、申立人の元妻及びその母親が申立期間の保険料を納付していたことを示す

関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、申立期間の保険料を納付していたことをう

かがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 

  



関東東京国民年金 事案13906 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 39 年５月から 51 年３月までの国民年金保険料については、納付して

いたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和19年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和39年５月から51年３月まで 

私は、時期は定かでないが、国民年金の加入手続を行ってくれた母から国民年金保

険料の納付書を渡された。その納付額は５万円から６万円であり、私又は母が特例納

付をしたはずである。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の国民年金手帳記号番号は、国民年金手帳記号番号払出簿の払出年月日から第

３回特例納付実施期間中の昭和 53年７月18日に払い出されたと確認でき、申立人は、

この頃に国民年金に加入したと考えられることから、申立期間の国民年金保険料を特例

納付することは可能であるものの、その保険料額は 57 万 2,000 円であり、申立人の述

べている納付額と大きく相違する。 

また、申立期間直後の昭和 51年４月から53年３月までの保険料は、申立人の手帳記

号番号は上記のとおり同年７月 18 日に払い出されていることから、過年度納付された

ものと考えられ、当該保険料に同年４月から同年６月までの保険料を合わせた金額は申

立人の述べている納付額とおおむね一致することを踏まえると、申立人又は申立人の母

親が納付したのは、申立期間直後の保険料であったと推認される。 

そのほか、申立人及びその母親が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資

料（家計簿、確定申告書等）は無く、申立期間の保険料を納付していたことをうかがわ

せる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 

  



関東東京国民年金 事案13907 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 38 年４月から 41 年３月までの期間及び 45 年７月から 47 年３月まで

の期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めることはできない。 

  

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和７年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 38年４月から41年３月まで 

           ② 昭和 45年７月から47年３月まで 

私の国民年金の加入手続は、私が住み込みで勤務していた飲食店の店主が行ってく

れ、その店を辞めるまで私の国民年金保険料を納付してくれていた。私は、昭和 37

年10月頃に独立して飲食店を開業し、開業した後の38年４月からは夫婦二人分の保

険料を飲食店に来る区の集金人を通じて納付していた。申立期間の保険料が未納とさ

れていることに納得できない。 

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①については、申立人は、当該期間当初の昭和 38 年４月から、夫婦二人分

の国民年金保険料を自身が経営する飲食店に来る区の集金人を通じて納付していたと述

べているが、申立人の国民年金手帳記号番号は、当該記号番号前後の記号番号の任意加

入被保険者に係る資格取得日から、40 年 10 月頃に夫婦連番で払い出されたと推認でき、

申立人及びその元妻は、この頃に国民年金に加入したと考えられることから、申立内容

と符合しない。 

申立期間②については、申立人は、当該期間の保険料も区の集金人を通じて納付して

いたと述べているが、申立人が当該期間当時から現在まで居住している区では、当該期

間当初の昭和 45 年７月に保険料の納付方法が印紙検認方式から納付書方式に変更され

ており、当該期間当時、集金人制度は廃止されていたと回答している。 

また、申立人が上記のとおり保険料を納付していたとする元妻も申立期間の保険料は

未納である。 

そのほか、申立人が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、

確定申告書等）は無く、申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情

も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 

  



関東東京国民年金 事案13908 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 36年８月から 43年３月までの国民年金保険料については、納付してい

たものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和16年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和36年８月から43年３月まで 

  私の母は、昭和 36 年８月頃に私の国民年金の加入手続を行い、国民年金保険料を

納付してくれていたはずである。申立期間の保険料が未納とされていることに納得で

きない。 

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の国民年金手帳記号番号は、国民年金手帳記号番号払出簿の払出年月日から、

昭和 43 年 12 月 12 日に払い出されたと確認でき、当該払出時点では、申立期間のうち、

41年９月以前は時効により国民年金保険料を納付することができない期間である。 

また、申立人は、昭和 36 年８月頃に申立人の母親が国民年金の加入手続を行ってく

れたと述べているが、申立人が申立期間当時居住していたとする区の国民年金手帳記号

番号払出簿には申立人の氏名は見当たらないなど、申立人に対して別の手帳記号番号が

払い出されていたことをうかがわせる事情は見当たらない。 

さらに、申立人の国民年金の加入手続を行い、申立期間の保険料を納付していたとす

る母親から、当時の納付状況等を聴取することが困難であるため、当時の状況が不明で

ある。 

そのほか、申立人の母親が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家

計簿、確定申告書等）は無く、申立人と同日に手帳記号番号が払い出されている申立人

の弟は、申立人と同じ昭和 43 年３月以前の保険料が未納となっているなど、申立期間

の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 

  



関東東京厚生年金 事案24873 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和27年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成12年４月16日から同年10月１日まで 

            ② 平成13年10月１日から14年４月１日まで 

            ③ 平成14年４月１日から同年10月１日まで 

            ④ 平成14年10月１日から15年４月１日まで 

Ａ社Ｂ店で勤務していた時期に、厚生年金保険の加入資格があるにもかかわらず未

加入であったため、２年間遡って平成 12年４月16日から加入することとなったが、

申立期間①及び②については、会社が作成した遡及保険料計算書の総支給額が給与明

細の金額と相違している上、当該計算書に記載された標準報酬月額が国の記録（17

万円）と相違している。また、申立期間③及び④については、実際に控除された保険

料がねんきん定期便に記載された保険料額より高くなっている。 

給与明細や遡及保険料計算書等、当時の資料を提出するので、申立期間①及び②に

ついては、遡及保険料計算書に基づき 19万円と22万円に、申立期間③及び④につい

ては、当時の厚生年金保険料率に基づき 18万円と34万円に標準報酬月額を訂正して

ほしい。 

 

 

 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①及び②について、オンライン記録によると、申立人のＡ社における厚生年

金保険被保険者資格は、平成 14 年５月１日付けで 12 年４月 16 日に遡及して取得し、

当該期間に係る標準報酬月額は 17 万円で決定されたことが確認できるが、申立人から

提出された給与明細及び遡及保険料計算書（遡及加入に伴い発生した社会保険料の内訳

及び計算方法が記載された事業所作成の書面）等によると、申立人は、当該期間におい

て、当該標準報酬月額より高額の報酬を受け、申立人が主張する標準報酬月額に基づく

保険料（厚生年金保険料及び雇用保険料の合計額 41 万 8,125 円。以下「未精算保険

料」という。）が平成 14 年７月分の給与から分割して控除される旨の記載が確認でき

  



る。 

一方、申立人から提出された「在職中立替金の精算について」（退職後における未精

算保険料の請求内容及び精算状況について記載された事業所作成の書面）によると、申

立人は、Ａ社を退職した平成 19年１月31日以後も、未精算保険料の残額を同社から毎

月送付される当該書面に応じて同年８月分まで支払っていたことが確認でき、当該月時

点における未精算保険料の残高が 11 万 5,000 円と記載されているが、その後に未精算

保険料が支払われた事実は確認できないところ、同社の担当者は、同社において確認で

きる未精算保険料の残高は 11万5,000円であるとしている。 

したがって、未精算保険料のうち申立人が支払ったと認められる額は 30 万 3,125 円

となり、平成 12 年４月から 14 年３月までの遡及加入期間 24 か月で除した１か月当た

りの保険料額は１万 2,630円となるが、当該額を厚生年金保険料として全て充当したと

しても、オンライン記録の標準報酬月額（17 万円）に基づく厚生年金保険料額に満た

ないことから、申立人は、申立期間①及び②において、オンライン記録の標準報酬月額

に基づく保険料額を超えて保険料を控除されていたとは認められない。 

申立期間③及び④について、申立人は、給与明細では、オンライン記録の標準報酬月

額に基づく保険料より高額の保険料を控除されていると主張しているが、当該期間にお

いて、Ａ社はＣ厚生年金基金（既に解散）に加入していたところ、給与明細によると、

基金掛金も含めた金額が厚生年金保険料として記載されており、当該掛金を含めた保険

料率（184.5／1000）は当該期間の厚生年金保険料率（173.5／1000）より 11／1000 高

くなっているが、このことについてＤ社の担当者は、当該期間に係る普通掛金の料率は

45／1000 で、掛金は労使折半であった旨供述しており、当該掛金の料率が当該期間に

おける免除保険料率（34／1000）より高いことから、給与明細の保険料額がオンライン

記録の標準報酬月額に基づく保険料額より高額となったと考えられ、当該期間に控除さ

れた厚生年金保険料はオンライン記録の標準報酬月額に見合う額であったと認められる。 

また、企業年金連合会及びＥ健康保険組合から提出された、申立人の申立期間①から

④までに係る報酬標準給与及び標準報酬月額は、オンライン記録と一致していることが

確認できる。 

このほか、申立人の主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人は、

申立期間①から④までについて、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

  



関東東京（埼玉）厚生年金 事案24874 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和52年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成18年６月１日から同年９月１日まで 

 Ａ社は、自分が勤務を開始した日に厚生年金保険に加入させず、後日、同社に申し

出たことで勤務を開始した日より加入することができたが、ねんきん定期便により、

申立期間に係る標準報酬月額が、実際に支給された給与額に見合う標準報酬月額より

低く記録されていることが分かった。同社が資格取得届の手続をした時点で平成 18

年６月分の給与明細書は存在しており、社会保険事務所（当時）に確認不足があった

と思われ、標準報酬月額は雇用契約書の内容から算定するものだとしても、定期便の

記録より高くなることから、同事務所に不適切な対応があったと考えられる。同年６

月分の給与明細書と雇用契約書を提出するので、標準報酬月額の記録を訂正してほし

い。 

   

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が提出したＡ社の平成 18 年６月分に係る給与明細書によると、総支給額は 39

万 3,295 円と記載され、オンライン記録の標準報酬月額（30 万円）より高額であるこ

とが確認できるが、厚生年金欄に控除額の記載は無い上、申立人は、同年７月及び同年

８月分の給与明細書の提出を拒否していることから、申立期間における厚生年金保険料

の控除について確認することができない。 

また、Ａ社及び同社の元事業主に照会したものの、いずれも宛所不明で返送されたた

め、申立期間における厚生年金保険料の控除について確認することができない。 

さらに、管轄年金事務所から提出のあった申立人に係る厚生年金保険被保険者資格取

得届に記載された標準報酬月額は 30 万円であり、オンライン記録と一致しているほか、

Ａ社が加入していたＢ健康保険組合から提出された申立人の申立期間における標準報酬

月額の記録も 30万円であることが確認できる。 

なお、管轄年金事務所は、資格取得時の標準報酬月額の決定について、厚生年金保険

  



法第 22 条の規定により、時給制の場合は、被保険者の資格を取得した月前一月間に当

該事業所で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額を平

均した額等で標準報酬月額を決定するのであり、実際の給与額や雇用契約書から決定す

るものではない旨回答している。 

このほか、申立人の主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が申

立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたと認めることはできない。 

  



関東東京厚生年金 事案24875 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和３年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和26年10月31日から27年６月１日まで 

② 昭和 27年９月１日から28年４月１日まで 

Ａ社で勤務した期間のうち、申立期間①及び②の厚生年金保険の加入記録が無い。

同社には１年半程度勤務した記憶があるので、厚生年金保険の被保険者期間として認

めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社は既に厚生年金保険の適用事業所ではなくなっている上、同社の商業・法人登記

簿謄本に記載された元事業主及び同社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿に記載

された元従業員の所在が不明のため、申立人の申立期間①及び②に係る勤務及び厚生年

金保険の取扱いについて確認することができない。 

また、上記被保険者名簿によると、Ａ社は昭和 27 年６月１日に厚生年金保険の適用

事業所となっており、申立期間①においては、同社は厚生年金保険の適用事業所ではな

かったことが確認できるほか、申立人が同社を退職した後に勤務したＢ社（現在は、Ｃ

社）から提出された申立人の社員記録によると、申立人は同社に同年 11 月からアルバ

イトとして勤務した記載があることから、申立期間②の大部分においては、申立人は同

社で勤務していたと推認できる。 

さらに、申立人のＡ社に係る厚生年金保険記号番号払出簿及び厚生年金保険被保険者

台帳の記録は、上記被保険者名簿の申立人の記録と一致しており、社会保険事務所（当

時）の記録に不自然な点は見当たらない。 

このほか、申立人の申立期間①及び②における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険の被保険者として、当該期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたと認めることはできない。 

  



関東東京厚生年金 事案24876 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和10年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和50年頃 

Ａ社に勤務した申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。同社では正社員として

勤務していたので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社の申立期間当時の代表取締役及び専務取締役は既に死亡している上、同社は、申

立期間当時に在籍していた従業員は一人も残っておらず、本社移転により古い書類等を

整理したため、申立人の勤務実態及び保険料控除の状況について確認できない旨回答し

ている。 

また、申立人は、申立期間当時の同僚等の氏名を記憶していないため、Ａ社に係る事

業所別被保険者名簿から、申立期間に被保険者記録を有する元従業員 16 人に照会を行

い 12 人から回答を得たが、申立人を記憶している者は一人もおらず、同社における厚

生年金保険の加入取扱いについても分からない旨供述している。 

さらに、上記被保険者名簿において、申立期間に係る健康保険証の番号は連続し欠番

等は見当たらないほか、Ａ社における申立人の雇用保険の加入記録も確認できない。 

加えて、申立人が申立期間後に勤務したＢ社及びＣ社から提出された申立人作成の履

歴書（写し）には、いずれの職歴欄にも申立事業所であるＡ社について記載されていな

い。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除について確認できる関連資

料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたと認めることはできない。 

  



関東東京厚生年金 事案24883 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和25年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和47年７月１日から平成14年３月31日まで 

           ② 平成９年４月１日から15年４月１日まで 

  申立期間①のうち、厚生年金保険の加入記録がある期間以外の期間について、Ａ社

Ｂ支店（現在は、Ａ社Ｂ支社）又は事業所名は覚えていないが、Ｃ県のＤ市、Ｅ市、

Ｆ町及びＧ市にあった警備会社に勤務していたはずなので、当該期間を厚生年金保険

の被保険者期間として認めてほしい。 

  また、Ｈ社の下請会社の従業員として勤務していた申立期間②の厚生年金保険の加

入記録が無い。平成22年８月25日付けでＩ連合会から送付された「年金加入期間確認

通知書の請求について」に、自身の最終勤務先がＪであり、Ｊの組合員と記載されて

いるので、当該期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

  

  

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

 １ 申立期間①のうち、厚生年金保険の加入記録がある期間以外の期間について、申立

人は、Ａ社Ｂ支店又は事業所名は覚えていないが、Ｃ県のＤ市、Ｅ市、Ｆ町及びＧ市

にあった警備会社に勤務していたと申し立てている。 

  しかしながら、オンライン記録及びＡ社Ｂ支店に係る厚生年金保険被保険者原票に

よると、申立人に係る被保険者期間は、昭和 48 年７月４日から 49 年３月 21 日まで

と記録されており、雇用保険の加入記録と符合していることが確認できる。 

  また、Ａ社Ｂ支社は、当時の資料に申立人の名前は見当たらないと回答しており、

申立人の勤務期間について確認することができない。 

  さらに、申立人は、Ｃ県のＤ市、Ｅ市、Ｆ町及びＧ市にあったとする警備会社の事

業所名を記憶しておらず、申立事業所を特定することができない。 

  加えて、申立人は、当該警備会社の事業主及び同僚についても記憶に無いとしてい

ることから、これらの者から申立人の勤務実態及び厚生年金保険料の控除について確

 

 

 

 

 

 



認することができない。 

   このほか、申立人の当該期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関

連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が

厚生年金保険被保険者として、当該期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていたと認めることはできない。 

 ２ 申立期間②について、申立人は、Ｈ社の従業員ではなかったが、その下請会社に雇

用され、Ｈ社によるＫの工事で交通誘導員として勤務していたと供述しており、Ｉ連

合会から送付された平成 22年８月25日付けの「年金加入期間確認通知書の請求につ

いて」に、自身の最終勤務先がＪであり、Ｊの組合員と記載されているので、当該期

間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしいと強く主張している。 

   しかしながら、Ｈ社は、「調査した結果、申立人に関する記録は確認できない。」

と回答していることから、申立人の当該期間における勤務実態及び厚生年金保険料の

控除について確認することができない。 

   また、申立人は、当該期間当時に自身が雇用されていた事業所について、「Ｌ」と

いう名称であったと供述しているが、オンライン記録により確認できる同社と同じ社

名で同職種の事業所は、当該期間当時の資料を保有しておらず、申立人の勤務実態に

ついて確認することができない。 

   さらに、申立人は、当該期間当時の同僚を記憶しておらず、これらの者から申立人

の勤務実態及び厚生年金保険料の控除について確認することができない。 

   なお、Ｉ連合会は、上記「年金加入期間確認通知書の請求について」に記載されて

いる内容について、「申立人へのご回答では本来「Ｍ」と記載すべきところ、誤って

「Ｊ」と記載してご回答を差し上げたものと思われます。」と回答している。 

   このほか、申立人の当該期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関

連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が

厚生年金保険被保険者として、当該期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていたと認めることはできない。 

  



関東東京厚生年金 事案24884 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 大正13年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和28年11月１日から29年４月１日まで 

Ａ社（現在は、Ｂ社）に勤務していた期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入

記録が無い。昭和 28年11月１日に同社に入社し設計部に所属したので、申立期間を

厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   雇用保険の加入記録及びＢ社から提出された人事記録により、申立人が、申立期間に

おいてＡ社に勤務していたことは確認できる。 

 しかしながら、Ｂ社は、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について、

資料が無いため不明と回答している。 

 また、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿により、申立期間において被保

険者記録が確認できる複数の従業員に照会したところ、社会保険担当者として７人の氏

名が挙がったが、そのうち３人は既に死亡しており、残る４人は所在が不明であるため、

申立人の同社における厚生年金保険の取扱いについて確認することができない。 

 さらに、上記被保険者名簿により、申立期間の前後３年間（昭和 26 年４月１日から

32 年４月１日まで）において被保険者資格を取得したことが確認できる複数の従業員

に照会したところ、入社と同時に被保険者資格を取得したとする者がいる一方で、入社

してから１か月から４か月後に被保険者資格を取得したとする者もいることから、Ａ社

においては必ずしも入社と同時に被保険者資格を取得させる取扱いではなかった状況が

うかがえる。 

 加えて、Ａ社及び同社Ｃ支店に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿により、申立

人は、昭和 29 年４月１日に両事業所において別々の厚生年金保険被保険者記号番号で

被保険者資格を取得していることが確認できるところ、厚生年金保険被保険者記号番号

払出簿により、いずれの記号番号も同年４月に払い出されていることが確認できる。 

  

  

  

  

  



   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連

資料及び周辺事情は見当たらない。 

 これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたと認めることはできない。 

  

  



関東東京厚生年金 事案24885（事案11267及び23315の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和15年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和39年６月１日から41年４月５日まで 

           ② 昭和43年10月１日から44年６月１日まで 

           ③ 昭和44年11月末から49年12月末まで 

           ④ 昭和49年３月から52年11月１日まで 

  Ａ社（現在は、Ｂ社）Ｃ営業所及びＤ営業所に勤務していた申立期間①及び②、Ｅ

社に勤務していた申立期間③、Ｆ社に勤務していた申立期間④の厚生年金保険の加入

記録が無いことについて第三者委員会に申し立てたが、申立期間における保険料控除

又は勤務実態を確認することができないことなどから、記録を訂正できない旨の通知

を受けた。 

  しかし、申立期間①及び②を含めてＡ社には継続して勤務しており、また、申立期

間③については、社会保険の有無を確認した上でＥ社に入社を決め、さらに、申立期

間④については、当時のＦ社の事業主は社会保険労務士であったことから、社会保険

加入の手続をきちんと行っていたはずなので、今回新たな資料は無いが、申立期間を

厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

  

  

  

  

  

  

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①及び②に係る申立てについては、Ｂ社は、当時の資料を保管しておらず、

申立人に係る厚生年金保険料の控除等について確認することができないこと、申立人の

同僚及び複数の元従業員には、申立人の勤務期間について明確な記憶が無いことから勤

務実態を確認できないこと、また、申立期間④に係る申立てについては、Ｆ社の事業主

及び複数の元従業員は、申立人を記憶しているものの、申立人の勤務期間及び厚生年金

保険の取扱いについては明確な記憶が無いこと、同社は、当時の資料を保管しておらず

当該期間に係る厚生年金保険料の控除を確認できないこと、当該期間のうち一部期間に

おいて、国民年金保険料の納付済期間及び申請免除期間があることなどから、既に年金

  



記録確認Ｇ地方第三者委員会（当時）の決定に基づき、平成 24 年６月６日付けで年金

記録の訂正は必要でないとする通知が行われている。 

  また、申立期間③に係る申立てについては、申立人がＥ社に勤務していたことはうか

がえるものの、申立人と同じ業務に従事していた元同僚に厚生年金保険の被保険者記録

が無いこと、元事業主は申立人のことを記憶しておらず、申立人の勤務状況及び厚生年

金保険の取扱いについて確認することができないことなどから、既に年金記録確認Ｇ地

方第三者委員会の決定に基づき、平成 22年８月11日付けで年金記録の訂正は必要でな

いとする通知が行われている。 

  これに対し、申立人は、申立期間①及び②について、昭和 39 年６月にＡ社に入社後、

Ｃ営業所からＤ営業所に転勤したが、途中で退職したことはなく同社に継続して勤務し

ていた旨、また、申立期間③について、社会保険の有無を確認した上でＥ社に入社を決

め、在職中に健康診断も受けていた旨、さらに、申立期間④について、当時のＦ社の事

業主は社会保険労務士であったことから、社会保険加入の手続をきちんと行っていたは

ずである旨主張しており、今回新たな資料は無いが、申立期間を厚生年金保険の被保険

者期間として認めてほしいと申し立てている。 

  しかし、申立期間①及び②については、今回の調査において公共職業安定所から提出

された雇用保険の記録によると、申立人は、昭和 41 年４月５日から 43 年９月 30 日ま

での期間及び 44年５月 28日から同年10月31日までの期間について、Ａ社において雇

用保険に加入しており、当該記録は、オンライン記録及び同社に係る事業所別被保険者

名簿とおおむね一致している。 

なお、申立期間②のうち一部期間について、申立人に係る雇用保険の記録は確認でき

るものの、Ｂ社は当時の資料を保管していないとしていることから、申立人に係る厚生

年金保険料の控除について確認することができない。 

申立期間③（当初の申立期間の始期は昭和 45年11月末）に係る申立てについては、

今回新たに追加された期間について、Ｅ社において被保険者記録がある元従業員８人に

照会したところ６人から回答を得たが、申立人が同社に勤務していたことを記憶してい

る者はいなかった。 

また、申立人は、自身の車を持ち込み、配達の業務に従事していたとしているが、Ｅ

社の営業所長として勤務していた元従業員は、車を持ち込んで配達の業務に従事してい

た者については、会社と個人の委託契約で社会保険には加入しないということを聞いた

ことがある旨供述している。 

さらに、申立人は、Ｅ社で健康診断を受けていたことから、社会保険に加入していた

はずであると主張しているが、同社における健康保険証番号に欠番は無く、申立人に係

る記録が欠落したものとは考え難い。 

申立期間④（当初の申立期間の始期は昭和 51 年 11 月 15 日）に係る申立てについて

は、今回新たに追加された期間について、Ｆ社において被保険者記録がある元従業員に

照会し回答を得た一人の供述から判断すると、申立人が、当該期間の大部分において同

社に勤務していたことはうかがえる。 

 

 

 

 

 



しかし、Ｆ社で社会保険事務を担当していたとされる元事業主は既に死亡している上、

同社は、申立人に係る資料を保管しておらず、当該期間に係る厚生年金保険料の控除等

について確認することができない。 

これらに加えて、申立人から新たな資料及び情報の提供は無く、申立期間について、

年金記録確認Ｇ地方第三者委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたと認めることはできない。 

  



関東東京厚生年金 事案24886 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和31年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和54年４月１日から55年９月30日まで 

 Ａ社（現在は、Ｂ社）に非常勤職員として勤務していた申立期間の厚生年金保険の

加入記録が無い。同社に勤務していたことは確かなので、厚生年金保険の被保険者と

して認めてほしい。 

   

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ｂ社は、Ａ社では、申立期間当時、非常勤職員を短期と長期に区分して採用していた

としているところ、Ｂ社Ｃ課から提出された発令の決裁書類の写しにより、申立人は、

昭和 54 年４月１日から同年９月 28 日までの期間においてＡ社Ｄ課、55 年４月１日か

ら同年９月 27 日までの期間において同社Ｅ課に短期の非常勤職員として採用されたこ

とが確認できる。 

また、Ａ社において申立期間に係る厚生年金保険の被保険者記録が確認できる同僚は、

申立人は申立期間において同社に継続して勤務していたと回答している。 

 しかしながら、Ｂ社から提出された「昭和 54 年度賃金支弁職員の取扱いについて」

及び「昭和 55 年度賃金支弁職員の取扱いについて」に、Ａ社における短期間の賃金職

員については厚生年金保険を適用しない旨が明記されており、Ｂ社は、短期の非常勤職

員として採用された申立人は、厚生年金保険に加入していなかった旨回答している。 

 また、申立人と同時期にＡ社に採用された他の短期の非常勤職員についても、雇用保

険の被保険者期間において厚生年金保険の被保険者記録を確認することができない。 

 このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連

資料及び周辺事情は見当たらない。 

 これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたと認めることはできない。 

  

  

  

  

  



関東東京厚生年金 事案24887 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和５年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和28年２月15日から29年３月31日まで 

Ａ社に勤務していた申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。申立期間において

同社に勤務していたことは確かなので、厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   オンライン記録及び適用事業所検索システムにおいて、申立人が申立期間に勤務して

いたとするＡ社が厚生年金保険の適用事業所となった記録は確認できない。 

 また、Ａ社の所在地を管轄する法務局に商業登記に係る記録は無く、同社の代表者を

特定することができない。 

 さらに、申立人がＡ社の役員として氏名を挙げた者は既に死亡しており、オンライン

記録において申立期間における被保険者記録が確認できない上、当該役員以外に申立人

が同社の代表者及び役員として氏名を挙げた複数の者の所在も判明しないことから、申

立人の申立期間における勤務状況及び厚生年金保険の取扱いについて確認することがで

きない。 

 加えて、申立人は、Ａ社に事務所を提供していたとする者の氏名を挙げているが、当

該者の所在も判明しない。 

 このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連

資料及び周辺事情は見当たらない。 

 これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたと認めることはできない。 

  

  

  

  

  

  



関東東京厚生年金 事案24891 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和５年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和33年８月17日から34年２月１日まで 

  Ａ社に勤務していた厚生年金保険の加入記録が１か月程度となっているが、半年以

上勤務していたことは確かなので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認

めてほしい。 

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、Ａ社に勤務していた時期は明確ではないが、半年以上営業に従事していた

とし、退職する少し前に給与が上がったとしているところ、同社の申立期間当時の社会

保険事務担当者は、「社会保険事務所（当時）とも協議したが、営業社員は入社当初は

歩合制のみで固定給が無いため厚生年金保険に加入させておらず、昇格して固定給が支

払われるようになって初めて加入させる取扱いだった。また、退社と同時に厚生年金保

険の被保険者資格を喪失させていた。」と供述している。 

また、Ａ社を承継したＢ社は、オンライン記録によると、平成 15 年２月１日に厚生

年金保険の適用事業所ではなくなっており、同社の元代表取締役は当時の資料が無く申

立人の勤務実態及び保険料控除は不明であると供述しているところ、申立期間当時にＡ

社において厚生年金保険被保険者記録のある元従業員への照会に対して回答が得られた

14 名は、いずれも申立人を記憶していないとしており、申立人が記憶している申立期

間当時の上司及び同僚に照会することもできないため、申立人の申立期間に係る勤務を

確認することはできない。 

このほか、申立人の申立期間に係る勤務及び厚生年金保険料の控除について確認でき

る関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたと認めることはできない。 

  



関東東京厚生年金 事案24892 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事

業主により賞与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和22年生 

住    所 ：   

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成18年２月20日 

 年金事務所から「記録回復に関するお知らせ」が届き、Ａ社において、平成 18 年

２月に賞与の支給が行われていたことを知った。私の年金記録には、当該賞与の記録

は無いが、当該期間も同社に勤務しており、私にも当該賞与の支給があったと思うの

で、調査して賞与の記録を訂正してほしい。 

   

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社は既に解散しており、また、申立期間当時の事業主は賞与等の給与関係資料は保

存されていないとしているところ、Ｂ市役所から提出された申立人に係る平成 18 年分

の市民税・県民税所得回答書に記載された社会保険料控除額は、申立人のオンライン記

録において確認できる同年１月から同年 12 月までの間における標準報酬月額及び標準

賞与額のそれぞれに基づく厚生年金保険料及び健康保険料の合算額に、同年の給与総支

給額に基づく雇用保険料を加えて得た社会保険料額におおむね一致しており、申立期間

に賞与が支払われ、当該賞与に基づく厚生年金保険料が控除されたとは考え難い。 

このほか、申立人の申立期間における賞与の支給及び当該賞与に基づく厚生年金保険

料の控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が申

立期間について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与

から控除されていたと認めることはできない。 

 

  



関東東京厚生年金 事案24893 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事

業主により賞与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和23年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成18年２月20日 

   年金事務所から「記録回復に関するお知らせ」が届き、Ａ社において、平成 18 年

２月に賞与の支給が行われていたことを知った。私の年金記録には、当該賞与の記録

は無いが、当該期間も同社に勤務しており、私にも当該賞与の支給があったと思うの

で、調査して賞与の記録を訂正してほしい。 

 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社は既に解散しており、また、申立期間当時の事業主は賞与等の給与関係資料は保

存されていないとしているところ、申立人から提出された平成 18 年分給与所得の源泉

徴収票に記載された社会保険料控除額は、申立人のオンライン記録において確認できる

同年１月から同年 12 月までの間における標準報酬月額及び標準賞与額のそれぞれに基

づく厚生年金保険料及び健康保険料の合算額に、同年の給与総支給額に基づく雇用保険

料を加えて得た社会保険料額におおむね一致しており、申立期間に賞与が支払われ、当

該賞与に基づく厚生年金保険料が控除されたとは考え難い。 

このほか、申立人の申立期間における賞与の支給及び当該賞与に基づく厚生年金保険

料の控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が申

立期間について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与

から控除されていたと認めることはできない。 

 

  



  

関東東京厚生年金 事案24894 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事

業主により賞与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和27年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成18年２月20日 

    年金事務所から「記録回復に関するお知らせ」が届き、Ａ社において、平成 18 年

２月に賞与の支給が行われていたことを知った。私の年金記録には、当該賞与の記録

は無いが、当該期間も同社に勤務しており、私にも当該賞与の支給があったと思うの

で、調査して賞与の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社は既に解散しており、また、申立期間当時の事業主は賞与等の給与関係資料は保

存されていないとしているところ、Ｂ市役所から提出された申立人に係る平成 18 年分

の市民税・県民税所得回答書に記載された社会保険料控除額は、申立人のオンライン記

録において確認できる同年１月から同年 12 月までの間における標準報酬月額及び標準

賞与額のそれぞれに基づく厚生年金保険料及び健康保険料の合算額に、同年の給与総支

給額に基づく雇用保険料を加えて得た社会保険料額におおむね一致しており、申立期間

に賞与が支払われ、当該賞与に基づく厚生年金保険料が控除されたとは考え難い。 

このほか、申立人の申立期間における賞与の支給及び当該賞与に基づく厚生年金保険

料の控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が申

立期間について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与

から控除されていたと認めることはできない。 

 



  

関東東京厚生年金 事案24895 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事

業主により賞与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和49年生 

住    所 ：   

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成18年２月20日 

    年金事務所から「記録回復に関するお知らせ」が届き、Ａ社において、平成 18 年

２月に賞与の支給が行われていたことを知った。私の年金記録には、当該賞与の記録

は無いが、当該期間も同社に勤務しており、私にも当該賞与の支給があったと思うの

で、調査して賞与の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社は既に解散しており、また、申立期間当時の事業主は賞与等の給与関係資料は保

存されていないとしているところ、Ｂ市役所から提出された申立人に係る平成 18 年分

の市民税・県民税所得回答書に記載された社会保険料控除額は、申立人のオンライン記

録において確認できる同年１月から同年 12 月までの間における標準報酬月額及び標準

賞与額のそれぞれに基づく厚生年金保険料及び健康保険料の合算額に、同年の給与総支

給額に基づく雇用保険料を加えて得た社会保険料額におおむね一致しており、申立期間

に賞与が支払われ、当該賞与に基づく厚生年金保険料が控除されたとは考え難い。 

このほか、申立人の申立期間における賞与の支給及び当該賞与に基づく厚生年金保険

料の控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が申

立期間について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与

から控除されていたと認めることはできない。 



関東東京厚生年金 事案24896 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事

業主により賞与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和48年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成18年２月20日 

  年金事務所から「記録回復に関するお知らせ」が届き、Ａ社において、平成 18 年

２月に賞与の支給が行われていたことを知った。私の年金記録には、当該賞与の記録

は無いが、当該期間も同社に勤務しており、私にも当該賞与の支給があったと思うの

で、調査して賞与の記録を訂正してほしい。 

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社は既に解散しており、また、申立期間当時の事業主は賞与等の給与関係資料は保

存されていないとしているところ、Ｂ市役所から提出された申立人に係る平成 18 年分

の市民税・県民税所得回答書に記載された社会保険料控除額は、申立人のオンライン記

録において確認できる同年１月から同年 12 月までの間における標準報酬月額及び標準

賞与額のそれぞれに基づく厚生年金保険料及び健康保険料の合算額に、同年の給与総支

給額に基づく雇用保険料を加えて得た社会保険料額におおむね一致しており、申立期間

に賞与が支払われ、当該賞与に基づく厚生年金保険料が控除されたとは考え難い。 

このほか、申立人の申立期間における賞与の支給及び当該賞与に基づく厚生年金保険

料の控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が申

立期間について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与

から控除されていたと認めることはできない。 

  



関東東京厚生年金 事案24897 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事

業主により賞与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和48年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成18年２月20日 

  年金事務所から「記録回復に関するお知らせ」が届き、Ａ社において、平成 18 年

２月に賞与の支給が行われていたことを知った。私の年金記録には、当該賞与の記録

は無いが、当該期間も同社に勤務しており、私にも当該賞与の支給があったと思うの

で、調査して賞与の記録を訂正してほしい。 

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社は既に解散しており、また、申立期間当時の事業主は賞与等の給与関係資料は保

存されていないとしているところ、Ｂ市役所から提出された申立人に係る平成 18 年分

の市民税・県民税所得回答書に記載された社会保険料控除額は、申立人のオンライン記

録において確認できる同年１月から同年 12 月までの間における標準報酬月額及び標準

賞与額のそれぞれに基づく厚生年金保険料及び健康保険料の合算額に、同年の給与総支

給額に基づく雇用保険料を加えて得た社会保険料額におおむね一致しており、申立期間

に賞与が支払われ、当該賞与に基づく厚生年金保険料が控除されたとは考え難い。 

このほか、申立人の申立期間における賞与の支給及び当該賞与に基づく厚生年金保険

料の控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が申

立期間について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与

から控除されていたと認めることはできない。 

 

  




